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インフォメーション

広報ねやがわ
令和５年３月号

記号の見方 時日時 所場所 内内容 対対象 定定員 ￥費用 他その他 HP市ホームページのページID（詳細を掲載しています）  
申申込/申請 問問い合わせ先 

イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン

市
か
ら
の

お
知
ら
せ

バ
ス
利
用
券
の
配
付

　
シ
ル
バ
ー
世
代
な
ど
の
外
出
促
進
及
び

公
共
交
通
の
利
用
促
進
を
図
る
た
め
、
バ
ス

利
用
促
進
事
業
を
継
続
し
て
実
施
し
ま
す
。

対 

①
70
歳
以
上
の
人
②
妊
娠
中
の
人
③
身

体
障
害
者
手
帳
又
は
療
育
手
帳
を
持
っ
て
い

る
人

▽
配
付
方
法　
①
③
３
月
末
頃
に
郵
送
し

ま
す
②
母
子
健
康
手
帳
交
付
時
に
配
付
し

ま
す
（
す
で
に
母
子
健
康
手
帳
を
持
っ
て

い
る
人
・
２
冊
目
以
降
を
希
望
す
る
人
…

交
通
政
策
課
・
子
育
て
支
援
課
・
リ
ラ
ッ

ト
）

〇
令
和
５
年
４
月
以
降
に
70
歳
を
迎
え
る

人
・
新
た
に
身
体
障
害
者
手
帳
及
び
療
育

手
帳
を
交
付
し
た
人
…
交
通
政
策
課
で
の

手
続
き
が
必
要

▽
使
用
期
間　
４
月
１
日
（
土
）
か
ら
１

年
間

※
前
年
度
ま
で
の
バ
ス
利
用
券
は
使
用
で

き
ま
せ
ん
。
バ
ス
利
用
券
は
、
本
人
の
み

利
用
で
き
ま
す
（
家
族
な
ど
他
者
は
不

可
）。
最
大
冊
数
を
配
付
し
て
い
る
人
は
、

追
加
配
付
で
き
ま
せ
ん
。
利
用
方
法
・
利

用
の
対
象
範
囲
・
配
付
方
法
な
ど
に
つ
い

て
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
又
は
郵
送
時
の

案
内
文
を
見
て
く
だ
さ
い
。

HP
６
０
１
６ 

問 

交
通
政
策
課
（
☎
８
１
３・１
２
０
７
）

市

　
　政

令
和
４
年
度�

定
期
監
査
な
ど
の
結
果

　
定
期
監
査
は
、
市
監
査
委
員
が
年
に
１

回
行
っ
て
い
ま
す
。

　
令
和
４
年
度
の
定
期
監
査
で
の
指
摘
は

39
件
で
、
主
な
指
摘
事
項
及
び
指
導
内
容

は
次
の
と
お
り
で
す
。

∧
領
収
書
の
交
付
に
つ
い
て
∨

　
領
収
書
を
納
入
義
務
者
に
交
付
し
て
い

な
い
も
の
や
領
収
書
の
請
求
金
額
（
首
標

金
額
）
を
訂
正
し
て
い
る
も
の
が
あ
っ
た

◦電話での予約や郵送など、非接触での各種手続きなどに、協力をお願いします。
◦�広報誌に掲載されているイベントや講座などは、感染防止対策を講じた上で実
施します。今後の感染拡大状況によっては、中止又は内容が変更となる場合があ
りますので、事前に担当課などに確認してください。

※掲載している情報は、２月14日時点です。

新型コロナウイルス感染拡大防止のために

３月市議会を開きます
　３月市議会（定例会）の日程は、次のとおりです（時
間は２月28日の一部を除き、いずれも午前10時から）。
　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、市議会傍聴
時には、消毒液による手指の消毒、マスク着用などに協
力をお願いします。
※詳しくは市議会ホームページを見てください。

※�①２月28日・３月１日・８日～10日・13日・15日・16日の各常
任委員会後、それぞれ予算決算常任委員会分科会を開催
します②日時などは、議事の都合で変更することがあり
ます。

問　議会事務局（☎824・0010）

２月27日（月）
28日（火）

３月１日（水）
６日（月）・７日（火）
８日（水）・９日（木）

10日（金）・13日（月）
15日（水）・16日（木）

22日（水）

本会議
健康福祉常任委員会
文教生活常任委員会（午後２時から）
総務都市創造常任委員会
本会議（会派代表質問）
健康福祉常任委員会
文教生活常任委員会
総務都市創造常任委員会
本会議

バス利用券 ※写真は令和４年度の内容です

市
か
ら
の
お
知
ら
せ

安
全
・
安
心

税
・
保
険
・
年
金

健
康
・
福
祉

人
　
権

子
育
て
・
教
育

ア
ウ
ト
ド
ア
・

ス
ポ
ー
ツ

文
化
・
交
流

公
共
機
関・団
体

市
民
情
報
ひ
ろ
ば
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インフォメーション

広報ねやがわ
令和５年３月号

広報ねやがわ
令和５年３月号

イベントの申し込みや申請などについて、開始日の記載がないものは、原則３月１日（水）から受け付けます。時日時 所場所 内内容 対対象 定定員 ￥費用 他その他 HP市ホームページのページID（詳細を掲載しています）  申申込/申請 問問い合わせ先 記号の見方

性
別
、職
業
、電
話
番
号
を
書
い
た
も
の
、

同
意
書
又
は
納
税
証
明
書
な
ど
の
写
し
、

誓
約
書
を
直
接
窓
口
又
は
郵
送
で
３
月
20

日
（
月
）
＝
必
着
＝
ま
で
に
環
境
総
務
課

（
〒
572
―
０
８
５
５
寝
屋
南
一
丁
目
２
番

１
号
☎
８
２
４
・
０
９
１
１
）

※
応
募
書
類
に
つ
い
て
は
環
境
総
務
課
、

市
民
情
報
コ
ー
ナ
ー
で
配
布
又
は
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま

す
。
選
考
結
果
は
個
別
に
お
知
ら
せ
し
ま

す
。
提
出
書
類
は
返
却
し
ま
せ
ん
。

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・�

セ
ン
タ
ー
会
員
募
集

　
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー

は
、「
少
し
だ
け
子
育
て
の
手
伝
い
を
し

て
ほ
し
い
人
（
依
頼
会
員
）」
と
「
少
し

な
ら
手
伝
い
が
で
き
る
人
（
提
供
会
員
）」

が
地
域
で
子
育
て
を
支
え
合
う
組
織
で

す
。
依
頼
会
員
又
は
提
供
会
員
と
し
て
登

録
し
ま
せ
ん
か
。

∧
依
頼
会
員
∨

　
０
歳
～
小
学
生
の
子
ど
も
の
保
護
者

で
、
少
し
だ
け
子
育
て
の
手
伝
い
を
し
て

ほ
し
い
人
。
説
明
会
を
受
講
す
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。

∧
提
供
会
員
∨

　
保
育
所
の
送
迎
や
子
ど
も
の
預
か
り
な

ど
、
空
い
た
時
間
に
地
域
の
子
育
て
を
支

援
で
き
る
人
。
養
成
講
習
会
を
受
講
す
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。

問 

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー

（
☎
８
３
９
・
８
８
１
７
）

休
日
診
療
所
の
看
護
師
を
募
集

▽
勤
務
日
時　
４
月
２
日
（
日
）
か
ら
の

日
曜
日
・
祝
日
・
年
末
年
始
（
12
月
30
日

～
１
月
４
日
）
の
①
昼
診
…
午
前
９
時
～

午
後
５
時
（
休
憩
は
１
時
間
）
②
夕
診
…

午
後
５
時
30
分
～
９
時
③
全
日
（
昼
診
・

夕
診
）
午
前
９
時
～
午
後
９
時
（
休
憩
は

１
時
間
30
分
）

※
シ
フ
ト
制
の
交
代
勤
務
で
す
。

▽
勤
務
場
所　
市
立
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

１
階
診
療
所

▽
日
給　
①
１
万
９
０
０
０
円
②
１
万
円

③
２
万
９
５
０
０
円

▽
選
考
方
法　
書
類
選
考
・
面
接

　
　
※　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
※

対 

実
務
経
験
３
年
以
上
で
看
護
師
の
免

許
を
持
っ
て
い
る
人　
定 

４
人

申 

問 

履
歴
書
、
看
護
師
の
免
許
証
（
写

し
）
を
直
接
窓
口
又
は
郵
送
で
３
月
15
日

（
水
）
＝
必
着
＝
ま
で
に
健
康
づ
く
り
推

進
課
（
〒
572
―
８
５
３
３
池
田
西
町
28
番

22
号
☎
８
１
２
・
２
３
７
２
）

農
業
委
員
会
委
員
候
補
者
を
募
集

▽
受
付
期
間　
３
月
１
日
～
28
日

▽
農
業
委
員
の
定
数　
17
人

▽
募
集
方
法　
①
農
業
者
３
人
以
上
の
推

薦
②
団
体
（
法
人
）
の
推
薦
③
一
般
応
募

申 

問 

所
定
の
用
紙
∧
３
月
１
日
（
水
）

以
降
に
産
業
振
興
室
で
配
布
又
は
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
∨
に
必
要

事
項
を
記
入
し
、
３
月
28
日
（
火
）
＝
消

印
有
効
＝
ま
で
に
直
接
窓
口
又
は
郵
送
で

産
業
振
興
室
（
〒
572
―
０
８
３
２
本
町
15

番
１
号
☎
８
２
５
・
２
６
７
３
）

市
立
幼
稚
園
・
小
・
中
学
校�

講
師
な
ど
に
登
録
し
ま
せ
ん
か

▽
職
種　
①
幼
稚
園
臨
時
職
員
（
教
員
・

養
護
教
員
）
②
小
・
中
学
校
講
師
③
小
・

＜相談事例＞
　引っ越しサービスの契約をした
ときに事業者から無料だと言われ
て段ボールを受け取った。その後
「ほかの事業者と契約することに
したのでキャンセルする」と伝え
ると「段ボールは送料負担で送り
返してほしい」と言われた。

＜アドバイス＞
　引っ越しサービスの契約は、国
が定めた「標準引越運送約款」や
国土交通大臣の認可を受けた事業
者独自の約款によります。
　事例のような段ボールの返送費
用について、標準約款では特に定
めはありません。段ボールの返送
費用を含め、引っ越しに関する費
用は事業者が設定できます。
　事前に事業者に確認し、しっか
り契約内容を理解した上で契約し
ましょう。
　事業者のホームページで返送費
用の負担などについて詳しく説明
していますので、情報収集してお
くと安心です。

その段ボール、返送料がかかるかも
引っ越しサービスの
解約トラブルに注意

相談受付は月～土曜日午前９時～午後４時

桜木町5番30号☎828・0397

消費生活センターだより

子どもの送迎を行う依頼会員（右）と
手伝う提供会員（左）

こ
と
か
ら
、
市
の
規
則
に
基
づ
き
、
適
正

に
領
収
書
を
交
付
す
る
よ
う
指
導
し
ま
し

た
。

∧
業
務
委
託
に
つ
い
て
∨

　
業
務
の
委
託
契
約
を
行
う
と
き
に
必
要

な
専
決
権
者
の
決
裁
や
合
議
を
受
け
て
い

な
い
も
の
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
市
の
規

程
に
基
づ
き
、
適
正
な
決
裁
や
合
議
を
受

け
る
よ
う
指
導
し
ま
し
た
。

　
今
後
も
的
確
・
適
正
に
事
務
が
執
行
さ

れ
、
行
政
の
信
頼
性
が
向
上
す
る
よ
う
監

査
を
実
施
し
て
い
き
ま
す
。

※
定
期
監
査
等
結
果
報
告
書
は
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
「
監
査
事
務
局
」
又
は
市
役
所
本

館
１
階
市
民
情
報
コ
ー
ナ
ー
で
見
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

問 

監
査
事
務
局
（
☎
８
２
５・２
４
２
３
）

令
和
４
年
度�

包
括
外
部
監
査
の
結
果

　
包
括
外
部
監
査
は
、
公
認
会
計
士
や
弁

護
士
な
ど
専
門
知
識
を
有
す
る
外
部
の
者

が
行
う
監
査
で
す
。

　
令
和
４
年
度
は
「
債
権
管
理
に
係
る
財

務
事
務
の
執
行
に
つ
い
て
」
を
テ
ー
マ
と

し
て
実
施
し
た
結
果
、
13
件
の
指
摘
（
滞

納
者
と
の
交
渉
経
過
を
適
切
に
記
録
す

べ
き
な
ど
）
と
72
件
の
意
見
を
受
け
ま
し

た
。

今
後
、
指
摘
や
意
見
を
踏
ま
え
、
市
と
し

て
必
要
な
対
応
を
行
い
ま
す
。

※
包
括
外
部
監
査
結
果
報
告
書
は
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
「
監
査
事
務
局
」
又
は
市
役
所

本
館
１
階
市
民
情
報
コ
ー
ナ
ー
で
見
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

問 

監
査
事
務
局
（
☎
８
２
５・２
４
２
３
）

手

　続

　き

児
童
扶
養
手
当・
特
別
児
童
扶
養
手
当

　
受
給
に
は
申
請
が
必
要
で
す
。
申
請
の

翌
月
分
か
ら
支
給
さ
れ
ま
す
。

∧
①
児
童
扶
養
手
当
∨

　
18
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
３
月

31
日
ま
で
の
児
童
又
は
20
歳
未
満
で
政
令

で
定
め
る
程
度
の
障
害
が
あ
る
児
童
を
養

育
し
て
い
る
ひ
と
り
親
家
庭
の
母
親
・
父

親
な
ど
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

∧
②
特
別
児
童
扶
養
手
当
∨

　
政
令
で
規
定
す
る
障
害
の
状
態
に
あ
る

20
歳
未
満
の
児
童
を
養
育
し
て
い
る
人
に

支
給
さ
れ
ま
す
。

　
　
※　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
※

▽
支
払
予
定
日　
①
１
月
・
３
月
・
５
月
・

７
月
・
９
月
・
11
月
②
４
月
・
８
月
・
11

月
、
い
ず
れ
も
11
日
（
土
・
日
曜
日
、
祝

日
は
、
直
前
の
金
融
機
関
営
業
日
）

HP
６
９
５
８
・
３
５
０
８

申 

問 

直
接
、
こ
ど
も
を
守
る
課
（
☎
８

１
２
・
２
２
１
０
）

く
ら
し
の
情
報

食
用
油
の
回
収

時 

３
月
24
日
（
金
）
午
後
１
時
～
３
時　

所 

市
立
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー　
他 

業
務

用
油
は
回
収
し
ま
せ
ん
。
容
器
は
持
ち

帰
っ
て
く
だ
さ
い　

 

HP 

５
４
３
５

問 「
市
消
費
者
協
会
」・前
田
（
☎
８
２
２・

１
９
９
７
）

募
集
情
報

ご
み
減
量
や
環
境
保
全
に
関
す
る�

審
議
会
な
ど
の
委
員
を
募
集

∧
①
市
ご
み
減
量
化
・

リ
サ
イ
ク
ル
推
進
会
議
委
員
∨

　
ご
み
減
量
・
リ
サ
イ
ク
ル
を
推
進
す
る

た
め
、施
策
へ
の
協
力
や
具
体
的
な
提
案
、

啓
発
方
法
に
つ
い
て
幅
広
く
意
見
交
換
で

き
る
委
員
を
募
集
し
ま
す
。

∧
②
市
環
境
保
全
審
議
会
委
員
∨

　
市
域
の
良
好
な
環
境
の
保
全
と
創
造
を

図
る
た
め
、
地
球
温
暖
化
問
題
を
は
じ
め

と
す
る
多
様
な
環
境
問
題
に
対
し
、
施
策

へ
の
協
力
や
具
体
的
な
提
案
、
啓
発
方
法

に
つ
い
て
幅
広
く
意
見
交
換
で
き
る
委
員

を
募
集
し
ま
す
。

▽
任
期　
委
嘱
日
か
ら
①
令
和
７
年
３
月

ま
で
②
２
年
間

▽
報
酬　
１
回
の
会
議
出
席
に
付
き
①
８

５
０
０
円
②
９
０
０
０
円

▽
選
考
方
法　
書
類
選
考
及
び
面
接

▽
小
論
文　
テ
ー
マ
①
「
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
と
ご

み
減
量
」
②
「
私
に
で
き
る
地
球
温
暖
化

対
策
」
い
ず
れ
も
４
０
０
字
～
８
０
０
字

程
度
（
様
式
は
問
い
ま
せ
ん
）

　
　
※　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
※

対 

現
在
、
市
の
審
議
会
な
ど
の
委
員
に
就

任
又
は
応
募
し
て
い
な
い
市
内
在
住
・
在

職
・
在
学
の
20
歳
以
上
で
、
平
日
の
会
議

に
出
席
で
き
る
人　
定 

①
３
人
②
２
人

申 

問 

小
論
文
と
住
所
、
氏
名
、
年
齢
、

枚
方
寝
屋
川
消
防
組
合
議
会�

定
例
会

時 

３
月
23
日
（
木
）
午
前
10
時　
所 

枚
方
寝
屋
川
消
防
組
合
消
防
本
部
５
階

会
議
場　
定 

12
人

問 

枚
方
寝
屋
川
消
防
組
合
総
務
管
理

課
（
☎
８
５
２
・
９
９
０
３
）

地
域
公
共
交
通
協
議
会

時 

３
月
28
日
（
火
）
午
後
２
時　
所 

市
役
所
議
会
棟
４
階
第
一
委
員
会
室　

定 

10
人

問 

交
通
政
策
課
（
☎
８
１
３
・
１
２

０
７
）

ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と�

創
生
総
合
戦
略
検
証
委
員
会

時 

３
月
28
日
（
火
）
午
前
10
時　
所 

市
役
所
議
会
棟
５
階
第
二
委
員
会
室　

HP
８
０
１
５　
定 

15
人

問 

企
画
一
課
（
☎
８
２
５
・
２
０
１
６
）

子
ど
も
・
子
育
て
会
議

時 

３
月
29
日
（
水
）
午
後
２
時　
所 

市
役
所
議
会
棟
５
階
第
二
委
員
会
室　

HP
２
０
０
６
９　
定 

10
人

問
こ
ど
も
を
守
る
課
（
☎
８
３
８
・
０

１
３
４
）

委員会など申
い
ず
れ
も
当
日
直
接
（
先
着
順
）

市
か
ら
の
お
知
ら
せ

安
全
・
安
心

税
・
保
険
・
年
金

健
康
・
福
祉

人
　
権

子
育
て
・
教
育

ア
ウ
ト
ド
ア
・

ス
ポ
ー
ツ

文
化
・
交
流

公
共
機
関・団
体

市
民
情
報
ひ
ろ
ば
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中
学
校
養
護
助
教
諭
④
学
校
栄
養
職
員

（
臨
時
技
師
）
⑤
学
校
事
務
職
員

▽
必
要
書
類　
履
歴
書
、
当
該
免
許
状
の

コ
ピ
ー
（
臨
時
主
事
は
除
く
）

※
学
校
園
に
欠
員
が
生
じ
次
第
、
必
要
に

応
じ
て
連
絡
し
ま
す
。
講
師
、
養
護
助
教

諭・臨
時
技
師
は
、
当
該
免
許
状
が
必
要
。

取
得
見
込
み
の
人
も
登
録
可
。
教
員
免
許

が
休
眠
中
、
又
は
失
効
し
た
人
も
相
談
し

て
く
だ
さ
い
。
特
に
幼
稚
園
、
小
・
中
学

校
（
国
語
・
理
科
・
家
庭
・
技
術
）
の
登

録
を
求
め
ま
す
。

問 

学
務
課
（
☎
８
１
３
・
０
０
７
２
）

留
守
家
庭
児
童
会
の
指
導
員�

会
計
年
度
任
用
職
員
募
集

時 

月
～
金
曜
日
の
午
後
１
時
30
分
～
６
時

30
分
（
長
期
休
業
な
ど
変
則
勤
務
あ
り
）　

所 

市
内
24
公
立
小
学
校　
内 

留
守
家
庭
児

童
会
に
お
け
る
子
ど
も
た
ち
の
生
活
指
導

▽
時
給　
資
格
あ
り
（
保
育
士
・
教
員
免

許
）
…
１
２
３
９
円
、
資
格
な
し
…
１
１

５
５
円

HP 

５
４
０
１

申 

問 

直
接
、
青
少
年
課
（
☎
８
１
３
・

０
０
７
５
）

事
務
・
保
育
士
・
児
童
指
導
員
な
ど�

会
計
年
度
任
用
職
員
を
募
集

　
「
完
全
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
」
に
よ

り
、１
か
月
の
総
勤
務
時
間
の
範
囲
内
で
、

午
前
８
時
～
午
後
８
時
に
始
業
・
終
業
時

刻
、
勤
務
時
間
を
設
定
で
き
、
柔
軟
な
働

き
方
の
実
現
を
目
指
し
て
い
ま
す
。

　
一
定
の
条
件
を
満
た
せ
ば
、
期
末
手
当

の
支
給
及
び
昇
給
（
経
歴
加
算
に
よ
る

再
度
の
格
付
け
）
の
制
度
も
あ
り
ま
す
。

短
時
間
の
勤
務
の
希
望
も
相
談
に
応
じ

ま
す
。
詳
し
く
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
又
は

問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

▽
採
用
予
定
職
種　
事
務
・
保
育
士
・
児

童
指
導
員
な
ど

▽
試
験
日　
随
時
、
面
接

▽
採
用
日　
４
月
１
日
（
土
）

※
配
属
先
及
び
職
種
な
ど
で
採
用
日
が
異

な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す

HP 

２
０
２
４
７

問 

人
事
室
（
☎
８
２
５
・
２
１
９
８
）

子
ど
も
の
安
全
見
守
り
隊�

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
募
集

　
各
小
学
校
区
に
お
い
て
、
自
治
会
・
Ｐ

Ｔ
Ａ
な
ど
地
域
の
皆
さ
ん
で
、「
子
ど
も

の
安
全
見
守
り
隊
」
を
組
織
し
、
登
下
校

時
の
見
守
り
活
動
や
地
域
パ
ト
ロ
ー
ル

カ
ー
に
よ
る
巡
回
パ
ト
ロ
ー
ル
を
行
っ
て

い
ま
す
。
子
ど
も
た
ち
が
安
心
し
て
通
学

で
き
る
ま
ち
に
す
る
た
め
、
皆
さ
ん
の
協

力
と
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
へ
の
登
録
を
お
願
い

し
ま
す
。

HP
２
５
６
８

問 

青
少
年
課
（
☎
８
１
３
・
０
０
７
５
）

環
境
・
ま
ち
づ
く
り

狂
犬
病
定
期
（
集
合
）
予
防
注
射
の�

実
施

　
犬
の
飼
い
主
は
、
飼
い
犬
登
録
と
年
１

回
の
狂
犬
病
予
防
注
射（
生
後
91
日
以
上
）

を
飼
い
犬
に
受
け
さ
せ
る
こ
と
が
法
律
で

義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
令
和
５
年
度
の
狂
犬
病
定
期
（
集
合
）

予
防
注
射
の
会
場
は
、
市
の
指
定
す
る
動

物
病
院
で
す
。

∧
実
施
期
間
∨

〇
４
月
１
日
～
６
月
30
日

　
各
動
物
病
院
の
診
察
日
時
な
ど
を
確
認

し
、
接
種
し
て
く
だ
さ
い
。
指
定
動
物
病

院
は
、
３
月
中
旬
頃
に
飼
い
犬
登
録
を
し

て
い
る
飼
い
主
に
送
付
す
る
案
内
状
又

は
、市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
見
て
く
だ
さ
い
。

￥ 

３
３
０
０
円
（
狂
犬
病
予
防
注
射
２

７
５
０
円
・
注
射
済
票
５
５
０
円
）

※
①
犬
の
体
調
が
悪
い
と
き
は
、
必
ず
事

前
に
か
か
り
つ
け
の
獣
医
師
な
ど
に
相
談

し
て
く
だ
さ
い
②
首
輪
・
引
き
綱
を
付

け
、
か
み
癖
の
あ
る
犬
に
は
さ
ら
に
口
輪

も
付
け
る
な
ど
し
て
、
犬
を
制
御
で
き
る

人
が
連
れ
て
来
て
く
だ
さ
い
③
転
入
者
の

う
ち
、
前
住
所
地
で
飼
い
犬
登
録
が
済
ん

で
い
る
人
は
、
保
健
衛
生
課
又
は
市
民

サ
ー
ビ
ス
部
で
事
前
に
犬
の
転
入
手
続
き

を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。
指
定
動
物
病
院
で

の
接
種
時
は
、
同
封
し
て
い
る
四
つ
折
り

用
紙
の
問
診
票
を
記
入
し
、
持
っ
て
来
て

く
だ
さ
い
④
指
定
動
物
病
院
以
外
で
の
接

種
も
可
能
で
す
が
、
別
途
費
用
が
必
要
な

と
き
が
あ
り
ま
す
。

問 

保
健
衛
生
課
（
☎
８
２
９・７
７
２
１
）

相

　
　談

出
張
マ
ザ
ー
ズ
コ
ー
ナ
ー

　
子
育
て
中
の
人
を
対
象
に
ハ
ロ
ー
ワ
ー

ク
の
ス
タ
ッ
フ
に
よ
る
就
労
相
談
を
行
い

ま
す
。

時 

３
月
10
日
・
24
日
、
い
ず
れ
も
金
曜

日
午
前
９
時
50
分
～
午
後
１
時
（
１
人
40

分
程
度
）　
所 

リ
ラ
ッ
ト
（
市
立
子
育
て

リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
館
）
３
階
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ

ル
ー
ム
２　
定 

各
日
４
人　
￥ 

無
料　

他 

予
約
が
必
要
、
完
全
個
室
、
子
ど
も

連
れ
可　
HP
４
３
７
４

申 

問 

開
催
日
の
前
々
日
ま
で
に
市
公
式
ア

プ
リ
「
各
種
予
約
」
又
は
電
話
で
市
立
産

業
振
興
セ
ン
タ
ー
（
☎
８
２
８
・
０
７
５
１
）

Ｎ
Ｐ
Ｏ
な
ん
で
も
相
談

時 

３
月
15
日
（
水
）
午
後
２
時
～
４
時　

所 

市
立
市
民
会
館
４
階
フ
リ
ー
ス
ペ
ー

ス　
内 

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
の
設
立
手
続
き
や

会
計
処
理
、
団
体
運
営
の
ア
ド
バ
イ
ス
な

ど　
定 

４
団
体
（
申
込
順
）

申 

問 

３
月
10
日
（
金
）
ま
で
に
直
接
又

は
電
話
で
市
立
市
民
活
動
セ
ン
タ
ー
（
☎

８
１
２
・
１
１
１
６
）

パ
ソ
コ
ン
ト
ラ
ブ
ル
相
談

時 

３
月
28
日
（
火
）
午
後
２
時
～
４
時　

所 

市
立
市
民
会
館
４
階
フ
リ
ー
ス
ペ
ー

ス　
内 

パ
ソ
コ
ン
機
器
の
故
障
・
ト
ラ

ブ
ル　
定 

10
人
（
申
込
順
）　
他 

パ
ソ
コ

ン
を
持
っ
て
来
て
く
だ
さ
い

申 

問 

３
月
21
日
（
祝
）
午
前
10
時
か
ら

直
接
又
は
電
話
で
市
立
市
民
活
動
セ
ン

タ
ー
（
☎
８
１
２
・
１
１
１
６
）

安
全
・
安
心

防

　
　災

枚
方
寝
屋
川
消
防
組
合
か
ら
の�

お
知
ら
せ

∧
３
月
１
日
～
７
日
は

春
季
全
国
火
災
予
防
運
動
∨

　
春
は
、
火
災
が
発
生
し
や
す
い
時
期
で

す
。
火
災
の
発
生
を
防
止
し
、
高
齢
者
を

中
心
と
す
る
死
者
の
発
生
や
財
産
の
損
失

を
防
ぐ
こ
と
を
目
的
と
し
て
行
う
、
火
災

予
防
運
動
の
一
環
と
し
て
、
寝
屋
川
消
防
署

と
市
消
防
団
で
は
、
消
防
訓
練
及
び
防
火

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
な
ど
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

　
詳
し
く
は
、
枚
方
寝
屋
川
消
防
組
合

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
見
て
く
だ
さ
い
。

問 

枚
方
寝
屋
川
消
防
組
合
予
防
指
導
課

（
☎
８
５
２
・
９
９
１
２
）

交
通
安
全

運
転
免
許
証
の
自
主
返
納
を�

考
え
て
み
ま
せ
ん
か

　
運
転
に
自
信
が
な
く
な
っ
た
人
、
家
族

や
医
師
に
運
転
を
心
配
さ
れ
て
い
る
人

は
、
運
転
免
許
証
の
自
主
返
納
を
考
え
て

み
ま
せ
ん
か
。
運
転
免
許
証
は
運
転
免
許

試
験
場
や
警
察
署
で
運
転
免
許
証
を
返
納

（
申
請
取
消
）
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
返
納
し
た
人
は
、「
運
転
経
歴
証
明
書
」

の
申
請
・
交
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
申
請
が
可
能
な
期
間
は
運
転
免
許
証

を
返
納
後
５
年
以
内
で
、
交
付
手
数
料
と

し
て
１
１
０
０
円
が
必
要
で
す
。

問 

市
交
通
政
策
課（
☎
８
１
３・１
２
０
７
）、

寝
屋
川
警
察
署
（
☎
８
２
３
・
１
２
３
４
）

税
・
保
険
・

年
金

税
の
お
知
ら
せ

バ
イ
ク
・
軽
自
動
車
な
ど
の�

廃
車
・
名
義
変
更
の
手
続
き

　
軽
自
動
車
税
（
種
別
割
）
は
、
毎
年
４

月
１
日
現
在
、
車
両
の
所
有
者
と
し
て
登

録
さ
れ
て
い
る
人
に
課
税
さ
れ
ま
す
。

　
次
に
該
当
す
る
と
き
は
、
３
月
31
日

（
金
）
ま
で
に
手
続
き
し
て
く
だ
さ
い
。

　
①
車
両
の
解
体
や
廃
棄
を
し
た
②
盗
難

に
遭
っ
た
③
車
両
を
譲
っ
た
が
、
名
義
変

更
を
し
て
い
な
い

※
市
外
へ
転
出
し
、
引
き
続
き
車
両
を
使

用
す
る
と
き
は
、
転
出
先
の
市
町
村
な
ど

に
登
録
変
更
の
手
続
き
が
必
要
で
す
。

∧
手
続
き
・
問
い
合
わ
せ
先
∨

○
１
２
５㏄
以
下
の
バ
イ
ク
・
小
型
特
殊
自

動
車
…
市
民
サ
ー
ビ
ス
部
税
務
管
理
担
当

※
手
続
き
に
は
原
動
機
付
自
転
車
標
識
交

付
証
明
書
（
申
告
済
証
）、ナ
ン
バ
ー
プ
レ
ー

ト
、届
出
者
の
本
人
確
認
書
類
が
必
要
で
す
。

代
理
人
が
届
け
出
る
と
き
は
委
任
状
が
必
要

で
す
。
郵
送
で
手
続
き
を
す
る
こ
と
も
で
き

ま
す
。
詳
し
く
は
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

○
１
２
５
㏄
を
超
え
る
バ
イ
ク
…
大
阪
運

輸
支
局
（
高
宮
栄
町
☎
０
５
０
・
５
５
４

０
・
２
０
５
８
）

○
軽
自
動
車
…
軽
自
動
車
検
査
協
会
（
高

槻
市
大
塚
町
四
丁
目
（
☎
０
５
０
・
３
８

１
６
・
１
８
４
１
）

問 

市
民
サ
ー
ビ
ス
部
税
務
管
理
担
当
（
☎

８
１
３
・
１
１
３
８
）

広告内容に関する一切の責任は広告主に帰属します。広告掲載の問い合わせ先は、35ページを見てください。

市
か
ら
の
お
知
ら
せ

健
康
・
福
祉

人
　
権

子
育
て
・
教
育

ア
ウ
ト
ド
ア
・

ス
ポ
ー
ツ

文
化
・
交
流

公
共
機
関・団
体

市
民
情
報
ひ
ろ
ば

税
・
保
険
・
年
金

安
全
・
安
心
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インフォメーション

広報ねやがわ
令和５年３月号

イベントの申し込みや申請などについて、開始日の記載がないものは、原則３月１日（水）から受け付けます。

各
種
保
険
・
医
療
制
度

介
護
保
険
料
を
納
め
な
い
で
い
る
と

　
介
護
保
険
料
を
滞
納
す
る
と
次
の
よ
う

な
制
限
が
生
じ
ま
す
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
症
の
影
響
な
ど
で
、
納
期
限
内

に
納
付
で
き
な
い
と
き
は
必
ず
相
談
し
て

く
だ
さ
い
。

∧
１
年
以
上
滞
納
す
る
と（
償
還
払
い
化
）∨

　
利
用
し
た
サ
ー
ビ
ス
費
用
を一旦
全
額
自

己
負
担
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。後
日
、申
請

に
よ
り
保
険
給
付
分
が
払
い
戻
さ
れ
ま
す
。

∧
2
年
以
上
滞
納
す
る
と（
給
付
減
額
）∨

　
サ
ー
ビ
ス
費
用
の
利
用
者
負
担
が
引
き

上
げ
ら
れ
、
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
な
ど

が
受
け
ら
れ
な
く
な
り
ま
す
。

※
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
用
の
償
還
払
い
化
と

給
付
減
額
が
同
時
に
実
施
さ
れ
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。

∧
財
産
な
ど
の
差
し
押
さ
え
に
つ
い
て
∨

　
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
に
か
か
わ
ら
ず

保
険
料
の
滞
納
が
あ
る
と
、財
産
（
預
金・

給
与
・
生
命
保
険
な
ど
）
の
差
し
押
さ
え

を
行
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

問 

高
齢
介
護
室
（
☎
８
３
８・０
５
１
８
）

国
民
健
康
保
険
の
届
け
出
は�

14
日
以
内
に

　
国
民
健
康
保
険
の
加
入
、
脱
退
、
変
更

な
ど
は
、
14
日
以
内
に
届
け
出
て
く
だ
さ

い
。
届
け
出
を
し
な
い
と
保
険
給
付
が
受

け
ら
れ
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　
国
民
健
康
保
険
の
資
格
喪
失
後
に
市
の

被
保
険
者
証
を
使
用
し
た
と
き
は
、
医
療

費
の
７
割
相
当
分
な
ど
を
市
に
返
還
し
て

も
ら
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

∧
退
職
し
た
と
き
∨

　
会
社
の
社
会
保
険
な
ど
を
脱
退
し
た
と
き

は
、
会
社
が
発
行
す
る
資
格
喪
失
証
明
書

な
ど
を
持
っ
て
国
民
健
康
保
険
加
入
の
届
け

出
を
し
て
く
だ
さ
い
（
任
意
継
続
保
険
に
加

入
す
る
人
や
社
会
保
険
の
被
扶
養
者
に
な
る

人
は
、
届
け
出
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
）。

∧
就
職
し
た
と
き
∨

　
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
人
が

社
会
保
険
に
加
入
し
た
と
き
は
、
必
ず
各

自
で
国
民
健
康
保
険
脱
退
の
届
け
出
を

し
、被
保
険
者
証
を
返
還
し
て
く
だ
さ
い
。

勤
務
先
は
市
役
所
に
届
け
出
る
こ
と
は
し

ま
せ
ん
。

∧
転
出
す
る
と
き
∨

　
他
市
へ
転
出
す
る
と
き
は
国
民
健
康
保

険
脱
退
の
届
け
出
を
し
て
く
だ
さ
い
。

※
進
学
に
よ
り
転
出
す
る
と
き
は
、
申
請

に
よ
り
継
続
し
て
市
の
被
保
険
者
証
を
持

つ
こ
と
が
で
き
ま
す
。

▽
申
請
に
必
要
な
も
の

○
大
阪
府
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証

○
在
学
証
明
書

○
学
校
名
と
そ
の
所
在
地
の
分
か
る
も
の

（
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
な
ど
）

○
転
出
先
の
住
民
票

○
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
分
か
る
書
類

　
　
※　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
※

※
①
受
付
は
平
日
の
午
前
８
時
～
午
後
８

時
と
土
曜
日
の
午
前
８
時
～
午
後
１
時（
祝

日
を
除
く
、
平
日
の
午
後
５
時
30
分
～
８

時
は
予
約
が
必
要
）、各
シ
テ
ィ・ス
テ
ー
シ
ョ

ン
な
ど
で
も
手
続
き
で
き
ま
す
②
届
け
出
に

必
要
な
書
類
は
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
③

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
に
健
康
保
険
証
を
紐

付
け
し
て
い
る
と
き
も
国
民
健
康
保
険
の

加
入
・
脱
退
な
ど
の
手
続
き
は
必
要
で
す
。

問 

市
民
サ
ー
ビ
ス
部
国
民
健
康
保
険
担

当
（
☎
８
１
３
・
１
１
８
２
）

年
金
制
度

寡
婦
年
金
や
死
亡
一
時
金
の�

受
給
に
は
請
求
が
必
要
で
す

∧
寡
婦
年
金
∨

　
第
１
号
被
保
険
者
（
任
意
加
入
被
保
険

者
を
含
む
）
と
し
て
、
保
険
料
納
付
済
期

間
と
免
除
期
間
を
合
わ
せ
て
10
年
以
上
あ

る
夫
が
老
齢
基
礎
年
金
や
障
害
基
礎
年
金

を
受
け
ず
に
亡
く
な
っ
た
と
き
、
夫
に
生

計
を
維
持
さ
れ
て
い
た
妻
（
婚
姻
期
間
が

10
年
以
上
継
続
）
は
60
歳
か
ら
65
歳
ま
で

受
け
ら
れ
ま
す
。

∧
死
亡
一
時
金
∨

　
第
１
号
被
保
険
者
（
任
意
加
入
被
保
険

者
を
含
む
）
と
し
て
、
保
険
料
納
付
済
期

間
（
全
額
免
除
を
除
く
保
険
料
の
一
部
免

除
を
受
け
た
期
間
を
含
む
）
が
３
年
以
上

あ
る
人
が
、
老
齢
基
礎
年
金
、
障
害
基
礎

年
金
の
い
ず
れ
も
受
け
ず
に
亡
く
な
っ
た

と
き
、
生
計
を
同
一
に
し
て
い
た
遺
族
に

支
給
さ
れ
る
一
時
金
で
す
。
た
だ
し
、
遺

族
基
礎
年
金
を
受
け
ら
れ
る
人
が
い
る
と

き
は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。

※
①
寡
婦
年
金
と
死
亡
一
時
金
は
ど
ち
ら

か
し
か
受
給
で
き
ま
せ
ん
②
死
亡
一
時
金

の
請
求
の
時
効
は
死
亡
日
か
ら
２
年
で
す
。

問 

市
民
サ
ー
ビ
ス
部
戸
籍
・
住
基
担
当

（
☎
８
１
３
・
１
２
１
１
）

納期限のお知らせ

★国民健康保険料（徴収・納付担当）………第10期分
★後期高齢者医療保険料（徴収・納付担当）…第９期分
★保育所保育料（保育課）……………………３月分

★介護保険料（高齢介護室）………………第10期分
★留守家庭児童会保育料（青少年課）……………３月分

～３月31日（金）までに納めましょう～

＜国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料の減免＞
　新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したなど一定の要件を満たす人は減免されます。詳し
くは、各担当課に問い合わせてください。


